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世田谷区個人情報保護条例（素案） 

 
 

世田谷区個人情報保護条例（素案） 説 明 

（目的） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるとともに、区における個

人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるこ

とにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区

政の実現を図ることを目的とする。 

 

新たな条例は、次の２点を定

めることを目的とする。 

① 法の規定に基づき条例で定

めるべきとされた事項 

② 法の範囲内で区が独自に定

める個人情報保護に関する

事項 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、区長、教

育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会

をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する

用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令

（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例

による。 

 

① 法が議会組織を適用対象外

としているため、条例でも

実施機関の範囲から「議会」

を除外している。全国的に

も議会のみを対象とした個

別の条例を整備する動きと

なっている。 

② 条例で用いる用語は、法と

の整合性を図り疑義を生じ

ないように法・政令で用い

ている用語をそのまま用い

る。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、個人情報を収集し、管理し、又は

利用し、若しくは提供するに当たっては、区民の基本

的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図る

ため必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、法第６６条に規定する措置を行うた

め、規則で定めるところにより必要な基準を整備し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 実施機関の責務を改めて規

定する（職員の情報等の遵守義

務については、法に定めがある

ため条例では規定しない。）。 

 個人情報の安全管理措置を

行うために必要な措置基準を

整備する。 
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世田谷区個人情報保護条例（素案） 説 明 

（情報公開・個人情報保護審議会への意見聴取等） 

第４条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する

場合において、個人情報の適正な取扱いを確保する

ため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要であると認めるときは、世田谷区情報公開・個人情

報保護審議会条例（平成４年３月世田谷区条例第３

号）第１条に規定する審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴くものとする。 

（１）この条例の規定を改正し、又は廃止しようとす

る場合 

（２）前条第２項に規定する基準を整備し、又は改廃

しようとする場合 

（３）前２号のほか、個人情報の取扱いに関する運用

上の細則を定めようとする場合 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合

において、審議会に報告するものとする。 

（１）規則で定める法第６６条に規定する措置の状況

その他実施機関の個人情報保護に関する取組を行

った場合 

（２）法第６８条の規定により個人情報保護委員会に

保有個人情報の漏えい等について報告した場合 

 

 審議会への諮問事項・報告事

項を規定する。 

① 条例の改正・廃止（諮問） 

② 個人情報の安全措置基準の

制定・改廃（諮問） 

③ 個人情報の運用上の細則の

制定（諮問） 

④ 個人情報の安全措置の実施

状況（報告） 

⑤ 法第６８条に該当する個人

情報の漏えい事案（報告） 

 

（総括個人情報保護管理者の設置等） 

第５条 区の個人情報の適正な管理及び安全保護を総

括するため、総括個人情報保護管理者を置く。 

２ 総括個人情報保護管理者は、個人情報の適正な管

理及び安全保護を図るため、職員の研修等必要な措

置を講じなければならない。 

３ 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護

を図るため、個人情報保護管理者を設置しなければ

ならない。 

４ 区の個人情報の管理の状況について監査するた

め、個人情報保護監査責任者を置く。 

 

より組織的な体制として、実

務上の最高責任者として総括

個人情報保護管理者を設置す

る。（副区長） 

個人情報保護のため、職員の

意識を高める職員研修等を総

括個人情報保護管理者が実施

することを規定する。（各課長） 

新たに個人情報保護監査責

任者を置き、区の個人情報の管

理状況の詳細について監査を

行う。（総務部長） 
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世田谷区個人情報保護条例（素案） 説 明 

（開示請求の手続） 

第６条 法第７６条の規定に基づき開示請求をしよう

とする者は、実施機関に対して法第７７条第１項各

号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載し

た開示請求書を提出しなければならない。 

 

 開示請求手続は、現行条例と

変更なし。 

（開示決定等の期限） 

第７条 開示請求に対する決定等は、開示請求があっ

た日から１５日以内にしなければならない。ただし、

法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入

しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上

の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を、１５日以内に限り延長することができ

る。この場合において、実施機関は、開示請求者に対

し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

３ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である

ため、開示請求があった日から３０日以内にその全

てについて開示決定等をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前２

項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内

に開示決定等をし、残りの保有個人情報については

相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場

合において、実施機関は、第１項に規定する期間内

に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

（１）本項を適用する旨及びその理由 

（２）残りの保有個人情報について開示決定等をする

期限 

 

 開示決定等の期限は、現行条

例と変更なし。 

（開示請求に係る手数料及び費用負担） 

第８条 法第８９条第２項の規定により納付しなけれ

ばならない手数料の額は、無料とする。 

２ 保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用

は、開示請求者の負担とする。 

３ 前項の費用については、区長が別に定める。 

 

 

 手数料及び費用負担につい

ては、現行条例と変更なし。 
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世田谷区個人情報保護条例（素案） 説 明 

（訂正請求の手続） 

第９条 法第９０条の規定に基づき訂正請求をしよう

とする者は、実施機関に対して法第９１条第１項各

号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載し

た訂正請求書を提出しなければならない。 

  

訂正請求手続は、現行条例と

変更なし。 

（訂正決定等の期限） 

第１０条 訂正請求に対する決定等は、訂正請求があ

った日から１５日以内にしなければならない。ただ

し、法第９１条第３項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

参入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上

の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を、１５日以内に限り延長することができ

る。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対

し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

３ 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると

認めるときは、前項の規定にかかわらず、相当の期間

内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、

実施機関は、第１項に規定する期間内に、訂正請求者

に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

（１）本項を適用する旨及びその理由 

（２）訂正決定等をする期限 

 

 訂正決定等までの期間を短

縮する。 

 ２０日以内→１５日以内 

（利用停止請求の手続） 

第１１条 法第９８条の規定に基づき利用停止請求を

しようとする者は、実施機関に対して法第９９条第

１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を

記載した利用停止請求書を提出しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用停止請求手続は、現行条

例と変更なし。 
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世田谷区個人情報保護条例（素案） 説 明 

（利用停止決定等の期限） 

第１２条 利用停止請求に対する決定等は、利用停止

請求があった日から１５日以内にしなければならな

い。ただし、法第９９条第３項の規定により補正を求

めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該

期間に参入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上

の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を、１５日以内に限り延長することができ

る。この場合において、実施機関は、利用停止請求者

に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要す

ると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相当の

期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合

において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、

利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。 

（１）本項を適用する旨及びその理由 

（２）利用停止決定等をする期限 

  

利用停止決定等までの期間

を短縮する。 

 ２０日以内→１５日以内 

（実施状況の公表） 

第１３条 区長は、毎年１回、実施機関による保有個人

情報の管理等の状況を取りまとめ、公表しなければ

ならない。 

 

 実施状況の公表については、  

現行条例と変更なし。 

（国等への要請） 

第１４条 区長は、個人情報の保護を図るため必要が

あると認めるときは、国、個人情報保護委員会、他の

地方公共団体等に対し、適切な措置をとるよう要請

するものとする。 

 

 国等への要請については、現

行条例と変更なし。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

 必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


